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令和８年第１回軽井沢町議会定例会６月会議議案目次 

（令和８年６月１日提出分） 

 

議 案 番 号 議       案        名 頁 

議案第３７号 軽井沢町手数料徴収条例の一部改正について ３ 

議案第３８号 
軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正につ

いて 
８ 

議案第３９号 
軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て 
11 

議案第４０号 
令和８年度町単軽井沢町老人福祉センター等アスベスト

除去工事請負契約の締結について 
15 

議案第４１号 
令和８年度ゼロ町債町単小型動力ポンプ積載車購入契約

の締結について 
28 

議案第４２号 
令和８年度町単中部小学校食器食缶洗浄機購入契約の締

結について 
32 

議案第４３号 
令和８年度町単中保育園屋根外壁塗装補修他工事請負契

約の締結について 
36 

議案第４４号 町道の廃止について 41 

議案第４５号 令和８年度軽井沢町一般会計補正予算（第２号） 別冊 

報告第 ５ 号 
令和７年度軽井沢町一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告について 
44 

報告第 ６ 号 
令和７年度軽井沢町一般会計事故繰越し繰越計算書の報

告について 
47 

報告第 ７ 号 
令和７年度軽井沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告

について 
49 

報告第 ８ 号 
令和７年度軽井沢町下水道事業会計予算繰越計算書の報

告について 
51 

報告第 ９ 号 一般社団法人軽井沢町振興公社の経営状況について 53 

報告第１０号 公益財団法人軽井沢大賀ホールの経営状況について 54 

 



議案第３７号 

 

 

 

軽井沢町手数料徴収条例の一部改正について 

 

 

 

軽井沢町手数料徴収条例（平成１２年軽井沢町条例第７号）の一部を別

紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 

 



軽井沢町手数料徴収条例の一部を改正する条例（案）  

 

 軽井沢町手数料徴収条例（平成12年軽井沢町条例第７号）の一部を次の

ように改正する。  

 別表第１中

「

           

」

を

「

           

」

 

に改め、同表の２の項中  

「

                              
」

を  

「

                              
」

に、 

「

                              
」

を  

金額 

450 円  

 

金額 

450 円（自動交付機

（町長の使用に係る電

子計算機と電気通信回

線で接続された端末機

器であって、請求者が

必要な操作を行うこと

により当該書類を交付

する機能を有するもの

をいう。以下同じ。）

により交付する場合に

あっては、350 円）  

 

２  住民票の写し又

は住民票記載事項

証明書の交付  

１通につき  300 円  

 

２  住民票の写し又

は住民票記載事項

証明書の交付  

１通につき  

300 円（自動交付機に

より交付する場合にあ

っては、200 円）  

 

４  戸籍の附票の写

しの交付  
１通につき  300 円  

 



「

                              
」

に  

改め、同表の７の項中  

「

                              
」

を  

「

                              
」

に  

改める。 

 別表第３の４の項中
「

           」
を 

「

           
」

に改める。  

   附  則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。  

 

４  戸籍の附票の写

しの交付  １通につき  

300 円（自動交付機に

より交付する場合にあ

っては、200 円）  

 

７  所得に関する証

明 
１件につき  300 円  

 

７  所得に関する証

明 １件につき  

300 円（自動交付機に

より交付する場合にあ

っては、200 円）  

 

300 円  

 

300 円（自動交付機に

より交付する場合にあ

っては、200 円） 

 



令和８年６月会議 

参考資料 １－１ 

 

軽井沢町手数料徴収条例の一部改正の理由  

 

コンビニエンスストア等に設置されている自動交付機による戸籍謄本等

の交付を促進することにより、役場の窓口の混雑緩和及び窓口対応業務の

縮減を図るため、自動交付機により交付する場合の手数料を減額する改正

を行うもの  

 



令和８年６月会議 

参考資料 １－２ 

 

軽井沢町手数料徴収条例の一部改正概要 

 

【改正内容】 

 

減額対象とする手数料の種類 金額（改正前） 金額（改正後） 

戸籍の謄本若しくは抄本 ４５０円 ３５０円 

住民票の写し ３００円 ２００円 

戸籍の附票の写し ３００円 ２００円 

印鑑に関する証明（印鑑登録証明書） ３００円 ２００円 

所得に関する証明（所得証明書・課税証明書） ３００円 ２００円 

 



議案第３８号 

 

 

 

軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について 

 

 

 

軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例（平成２４年軽井沢町条例第１

１号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 

 



軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例（案）  

 

 軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例（平成24年軽井沢町条例第11号

）の一部を次のように改正する。  

 第10条の見出し中「通信端末機器」を「自動交付機」に改め、同条第１

項中「個人番号カード（」を削り、「個人番号カードをいい」を「個人番

号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第319号）第19条の

15の２第１項に規定する特定在留カード若しくは日本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法

律第71号）第16条の２第１項の規定による特定特別永住者証明書（これら

のうち」に、「印鑑登録証明書を交付する機能を有する通信端末機器（地

方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町」を

「自動交付機（町長」に、「通信端末機器を」を「端末機器であって、当

該申請をする者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を交付する

機能を有するものを」に改め、「及び次条第２項」を削り、同条第２項中

「通信端末機器」を「自動交付機」に改める。 

 第11条中第２項を削り、第３項を第２項とする。  

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 



令和８年６月会議 

参考資料 ２ 

 

軽井沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正の理由  

 

 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 59

号）により、在留カード等と個人番号カードを一体化した特定在留カード

等の交付を求める申請が可能となることに伴い、外国人住民の利便性の向

上及び行政運営の効率化を図るため、自動交付機による印鑑登録証明書の

交付の申請において特定在留カード等を使用できる旨を規定するもののほ

か、所要の改正を行うもの  

 



議案第３９号 

 

 

 

軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

 

 

軽井沢町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年軽井沢町条例第２６

号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ８ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 

 



軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案）  

 

 軽井沢町消防団員等公務災害補償条例（昭和41年軽井沢町条例第26号）

の一部を次のように改正する。  

 第18条中「315,000円」を「330,000円」に改める。  

   附  則 

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の軽井沢町消防団員等公務災害補償条例第18条

の規定は、令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じた軽井沢町消

防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償について適

用し、同日前に支給すべき事由の生じた同号に規定する葬祭補償につい

ては、なお従前の例による。  



令和８年６月会議 

参考資料 ３－１ 

 

軽井沢町消防団員等公務災害補償条例の一部改正の理由  

 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政令第

335号）の一部が改正され、非常勤消防団員等が公務等により死亡した場合

における葬祭補償の額が改定されたことに伴い、同令で定める基準に従い

葬祭補償の定額部分の額を引き上げる改正を行うもの  
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